
 

（案） 

岩手海区漁業調整委員会指示第 号 

 漁業法（昭和24年法律第267号）第120条第１項の規定に基づき、岩手県の地先海面における定置漁業の保護区域を次

のとおり設定する。 

  令和８年 月 日 

                                        岩手海区漁業調整委員会 

                                          会長 亘 理 榮 好  

１ 保護区域 次の直線ア線、イ線、ウ線及びエ線によって囲まれた区域 

  ア線 中心線に平行して点アを通る直線 

  イ線 中心線に平行して点イを通る直線 

  ウ線 中心線に直角に点ウを通る直線 

  エ線 中心線に直角に点エを通る直線 

  中心線 左側の台と右側の台（それぞれ２個ある場合は、その中心点）を結んだ線と直角に胴張りの沖側の浮子（

三地の羽子）を通る直線 

  点ア 左側の台（２個ある場合は、沖側の台）から中心線に直角な線上の漁場別に定める距離の点 

  点イ 右側の台（２個ある場合は、沖側の台）から中心線に直角な線上の漁場別に定める距離の点 

  点ウ 中心線上の胴張りの沖側の浮子（三地の羽子）から漁場別に定める距離の点 

  点エ 元地 

  漁場別の距離 別表のとおり 

２ 保護区域内における漁業の制限 保護区域内においては、定置漁業に対し著しく支障を及ぼす漁業を営み、又は当

該漁業の魚道を遮断し、若しくは魚群を散逸させる行為をしてはならない。 

注 左側の台及び右側の台とは、陸岸から向かって左及び右をいう。 

別表 

公示番号 漁場名 時期 
距離（ｍ） 

備考 
点ア 点イ 点ウ 

定第214号 三丁目 周年 400 200 200 釜石地区 

 

  



 

 
 

定置漁業の保護区域要望一覧表 

 

公示番号 漁場名 時期 
旧漁場の距離（ｍ） 要望距離（ｍ） 

要望理由 申請者 地区名 
点ア 点イ 点ウ 点ア 点イ 点ウ 

定第214号 三丁目 周年 400 200 200 400 200 200 以前のとおり 萬漁業株式会社 釜石地区 

 

 

 



 

 

 

 
 

定置漁業の保護区域模式図 
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 参考  

定置漁業の免許・許可状況と保護区域設定に関する委員会指示の発動状況 

大型/小型 免許/許可 件数 有効期間 委員会指示発動日 

大型※１ 免許 １ 令和８年５月１日～令和11年２月28日 令和８年 月 日 

大型※１ 免許 １ 令和８年４月１日～令和11年２月28日 
令和８年４月３日 

（指示第２号） 

大型※１ 免許 79 令和６年３月１日～令和11年２月28日 
令和６年３月１日 

（指示第１号） 

小型※２ 免許 24 令和５年９月１日～令和15年８月31日 
令和５年９月１日 

（指示第２号） 

小型※３ 許可 ８ 令和５年９月１日～令和10年８月31日 
令和５年９月１日 

（指示第３号） 

  ※１：定置漁業（定置漁業権漁業） 

  ※２：小型定置漁業（共同漁業権漁業） 

  ※３：小型定置網漁業（知事許可漁業） 

 

 



 

 

漁業法【抜粋】 

（海区漁業調整委員会又は連合海区漁業調整委員会の指示） 

第120条 海区漁業調整委員会又は連合海区漁業調整委員会は、水産動植物の繁殖保護を図り、漁

業権（第60条第１項に規定する漁業権をいう。以下同じ。）又は入漁権（同条第７項に規定する入

漁権をいう。次条第１項において同じ。）の行使を適切にし、漁場の使用に関する紛争の防止又は

解決を図り、その他漁業調整のために必要があると認めるときは、関係者に対し、水産動植物の

採捕に関する制限又は禁止、漁業者の数に関する制限、漁場の使用に関する制限その他必要な指

示をすることができる。 

２ 前項の規定による海区漁業調整委員会の指示が同項の規定による連合海区漁業調整委員会の

指示に抵触するときは、当該海区漁業調整委員会の指示は、抵触する範囲においてその効力を有

しない。 

３ 都道府県知事は、海区漁業調整委員会又は連合海区漁業調整委員会に対し、第１項の指示につ

いて必要な指示をすることができる。この場合には、都道府県知事は、あらかじめ、農林水産大

臣に当該指示の内容を通知するものとする。 

４ 第１項の場合において、都道府県知事は、その指示が妥当でないと認めるときは、その全部又

は一部を取り消すことができる。 

５ 第１項の規定による指示については、第86条第３項の規定を準用する。この場合において、同

項中「都道府県知事」とあるのは、「海区漁業調整委員会又は連合海区漁業調整委員会」と読み替

えるものとする。 

６ 前項において準用する第86条第３項の規定による指示に従ってされた第１項の指示について

は、第４項の規定は適用しない。 

７ 農林水産大臣は、第５項において準用する第86条第３項の規定により指示をしようとするとき

は、あらかじめ、関係都道府県知事に当該指示の内容を通知しなければならない。ただし、地方

自治法（昭和22年法律第67号）第250条の６第１項の規定による通知をした場合は、この限りでな

い。 

８ 第１項の指示を受けた者がこれに従わないときは、海区漁業調整委員会又は連合海区漁業調整

委員会は、都道府県知事に対して、その者に当該指示に従うべきことを命ずべき旨を申請するこ

とができる。 

９ 都道府県知事は、前項の申請を受けたときは、その申請に係る者に対して、異議があれば一定

の期間内に申し出るべき旨を催告しなければならない。 

10 前項の期間は、15日を下ることができない。 

11 第９項の場合において、同項の期間内に異議の申出がないとき又は異議の申出に理由がないと

きは、都道府県知事は、第８項の申請に係る者に対し、第１項の指示に従うべきことを命ずるこ

とができる。 

12 都道府県知事が前項の規定による命令をしない場合には、第86条第３項の規定を準用する。 

 

第191条 第120条第11項（第121条第４項において準用する場合を含む。）の規定に基づく命令に違

反した者は、１年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 

 


